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介護と介護事業を守り、よくする！
｢学び｣｢共感｣｢モチベーション｣をもたらす研修
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令和6年度介護報酬改定

介護職員等処遇改善加算の
ポイント解説
■介護と介護事業を守り、よくするために

天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社

代表取締役 榊原 宏昌
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講師プロフィール
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◎昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
◎京都大学経済学部卒業後、平成12年、特別養護老人ホームに介護職として勤務
◎社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、

有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の実務に携わる
◎15年間の現場経験を経て､平成27年4月｢介護現場をよくする研究･活動｣を目的に独立
◎著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間400回を超える
◎ブログ、facebook、毎朝5:55のライブ配信など毎日更新中
◎YouTubeや動画ライブラリーでは500本以上の動画を配信
◎介護と介護事業を守り、よくする教育インフラ「リーダーズ・プログラム（年会費制）」を主催
◎「継続的な学習」を当たり前に。「リーダー」を1人でも多く増やすために、日々活動中
◎4児の父、趣味はクラシック音楽
◎天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■稲沢市 地域包括支援センター運営協議会委員 ■7つの習慣アカデミー協会 認定ファシリテーター
■出版実績：中央法規出版、日総研出版、ナツメ社、その他10冊以上
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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介護現場をよくする研究・活動
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➢facebook、ブログ等を毎日更新、情報発信
➢天晴れ介護サービス総合教育研究所YouTubeチャンネル 週１〜２回動画配信
➢メルマガ（日刊：介護の名言、週刊：介護現場をよくする研究＆活動通信）
➢以上の情報はHP（「天晴れ介護」で検索）よりどうぞ
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介護現場をよくする研究・活動
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■よい介護職はいても、よい介護現場はなかなかない……

・１人１人がよくなるだけでは、うまくいかない

・チーム、組織、目標、計画、ルール
リーダーシップ、コミュニケーションなどが必要

・「介護現場」をよくすることで
利用者はもちろん、職員も幸せになれる！

・人と人とがお互いに学び合い
気持ちよく支え合える社会づくり
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天晴れ介護サービス「ACGs」！
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著書・雑誌連載
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内容

利用者・職員から選ばれる！

介護サービス
経営の教科書
人を大切にする経営｢10｣の極意
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本日の内容
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■令和6年度介護報酬改定の全体像と
介護職員等処遇改善改善の概要

■キャリアパス要件と月額賃金改善要件

■職場環境等要件

■変化への対応について
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令和6年度介護報酬改定事項
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令和6年度介護報酬改定

第239回社会保障審議会介護給付費分科会 10
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①人材不足
→賃金アップ、生産性向上

②重度化防止
→リハ・口腔・栄養の一体的取組、医療・介護連携

令和6年度介護報酬改定
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●改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、
サービス毎の経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、
全体で＋１．５９％を確保。

●うち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％。介護職員以外の賃上げが可能
となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．６１％の改定財源
について、基本報酬に配分する。

●このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果
や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果が見込まれ、こ
れらを加えると、＋ ０．４５％相当の改定となる。

● 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今
般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、介護現場で働く方々にとって、
令和６年度に 2.5 ％、令和７年度に 2.0 ％のベースアップへと確実につなが
るよう、配分方法の工夫を行う。

令和6年度介護報酬改定
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令和6年度改定

第239回社会保障審議会介護給付費分科会 13
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業務管理体制について

14
厚生労働省 リーフレット
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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業務管理体制について
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業務管理体制について
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業務管理体制について
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業務管理体制について
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業務管理体制について
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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職場環境等要件（現行：R6年度まで）
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職場環境等要件（改定：R7年度以降）
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業務管理体制について

24
厚生労働省 リーフレット
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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本日の内容
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■令和6年度介護報酬改定の全体像と
介護職員等処遇改善改善の概要

■キャリアパス要件と月額賃金改善要件

■職場環境等要件

■変化への対応について
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業務管理体制について

27
厚生労働省 リーフレット
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キャリアパス要件

28
処遇改善計画書 様式（記入例）より
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

③ キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）
次の一から三までを全て満たすこと。
一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要

件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的

に支払われるものを除く。）について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全

ての介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業

規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の
整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、
令和６年度に限り、処遇改善計画書において令和７年３月末までに上記一
及び二の定めの整備を行うことを誓約すれば、令和６年度当初からキャリ
アパス要件Ⅰを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必
ず令和７年３月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその
旨を報告すること。
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キャリアパス要件
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処遇改善計画書 様式（記入例）より
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

④ キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向

上の目標及びａ又はｂに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該
計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等（OJT、
OFF-JT等）を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、
費用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。

二 一について、全ての介護職員に周知していること。
また、令和６年度に限り、処遇改善計画書において令和７年３月末までに上

記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約す
れば、令和６年度当初からキャリアパス要件Ⅱを満たすものとして取り
扱っても差し支えない。ただし、必ず令和７年３月末までに当該計画の策
定等を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
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キャリアパス要件
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処遇改善計画書 様式（記入例）より
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

⑤ キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等）
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定

の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的に
は、次のａからｃまでのいずれかに該当する仕組みであること。

ａ 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組

みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事
業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要
する。

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。

ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての
介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業
規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の
整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。また、
令和６年度に限り、処遇改善計画書において令和７年３月末までに上記一
の仕組みの整備を行うことを誓約すれば、令和６年度当初からキャリアパ
ス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令
和７年３月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨
を報告すること。
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キャリアパス要件
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処遇改善計画書 様式（記入例）より
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

⑥ キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件）
経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込額

（新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。）が年額440万
円以上であること（新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以
上である者を除く。）。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善
が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。

・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げる

ことが困難な場合
さらに、令和６年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上の

職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による
賃金改善額が月額平均８万円（賃金改善実施期間における平均とする。）
以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすこととしても差し支え
ない
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キャリアパス要件
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処遇改善計画書 様式（記入例）より
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

⑦ キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的に

は、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス
類型ごとに別紙１表４に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加
算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行って
いること。
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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業務管理体制について
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

３ 新加算等の要件
① 月額賃金改善要件Ⅰ（月給による賃金改善）
新加算Ⅳの加算額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当

（以下「基本給等」という。）の改善に充てること。また、事業所等が新
加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを
算定する場合に見込まれる加算額の２分の１以上を基本給等の改善に充て
ること。

なお、加算を未算定の事業所が新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定
し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させ
る必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行って
いる賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本
要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている
事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を
満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上
げはベースアップ（賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げ
ること）により行うことを基本とする。
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

月額賃金改善要件Ⅰについては、令和６年度中は適用を猶予する。そのため、
令和６年度の新加算の算定に当たり、本要件を満たす必要はないが、令和
７年度以降の新加算の算定に向け、計画的に準備を行う観点から、令和６
年度の処遇改善計画書においても任意の記載項目として月額での賃金改善
額の記載を求めることとする。
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

② 月額賃金改善要件Ⅱ（旧ベースアップ等加算相当の賃金改善）
令和６年５月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベー

スアップ等加算を算定していない事業所が、令和８年３月31日までの間に
おいて、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、初め
て新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の
加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベース
アップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の３分の２以上の基本給
等の引上げを新規に実施しなければならない。その際、当該基本給等の引
上げは、ベースアップにより行うことを基本とする。また、令和６年５月
以前に旧３加算を算定していなかった事業所及び令和６年６月以降に開設
された事業所が、新加算ⅠからⅣまでのいずれかを新規に算定する場合に
は、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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本日の内容
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■令和6年度介護報酬改定の全体像と
介護職員等処遇改善改善の概要

■キャリアパス要件と月額賃金改善要件

■職場環境等要件

■変化への対応について
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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職場環境等要件（現行：R6年度まで）
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職場環境等要件（改定：R7年度以降）
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介護職員等処遇改善加算

49
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

⑧ 職場環境等要件
（令和７年度以降の要件）
令和７年度以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙１

表５−１に掲げる処遇改善の取組を実施すること。
その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙１表５−１の「入職促進に

向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支
援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、及び「やり
がい・働きがいの醸成」の区分ごとに２以上の取組を実施し、新加算Ⅲ又
はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに１以上を実施すること。

また、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、同表中「生産性向上（業務改善及
び働く環境改善）のための取組」のうち３以上の取組（うち⑰又は⑱は必
須）を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上（業務改善
及び働く環境改善）のための取組」のうち２つ以上の取組を実施すること。
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介護職員等処遇改善加算

50
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

ただし、生産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産性向上
（業務改善及び働く環境改善）のための取組」の要件を満たすものとし、
１法人あたり１の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事
業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上（業務改善及び働く環
境改善）のための取組」の要件を満たすものとする。

また、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組につ
いて、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介護
サービスの情報公表制度を活用し、新加算の算定状況を報告するとともに、
職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内
容を「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象と
なっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部か
ら見える形で公表すること。
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介護職員等処遇改善加算
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

（令和６年度の経過措置）
上記の職場環境等要件の見直しについては、令和６年度中は適用を猶予する。

したがって、令和６年度中の職場環境等要件としては、別紙１表５−２に
掲げる職場環境等の改善に係る取組を実施し、その内容（別紙１表５−２
参照）を全ての介護職員に周知すること。

その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙１表５−２の「入職促進に
向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支
援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の
向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分
ごとに１以上の取組を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、別紙１
表５−２の取組のうち１以上を実施すること。

また、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組につ
いて、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介護
サービスの情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実施し
た取組項目を「事業所の特色」欄で選択すること。当該制度における報告
の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、
外部から見える形で公表すること。

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

職場環境等要件
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①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための
施策・仕組みなどの明確化
→（法人）これらを具体化して、内外に示すことはとても有効

入職促進に
向けた取組

②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
→（法人）大規模法人：研修ならありか・・・？

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等に
こだわらない幅広い採用の仕組みの構築
→（法人）こだわっていては難しい時代。ただし、受入の体制が必要になる
→（事業所）受入の体制と姿勢

④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による
職業魅力度向上の取組の実施
→（法人・事業所）介護の魅力、介護職の魅力とは何なのか？
言語化し示すとともに、職場体験等をしてもらうことで、それが分かるとよい



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

職場環境等要件
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⑤改定：働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、
より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する
ユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、
サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
→（法人）分かりやすいスキルアップ、ステップアップの形を示す
→（法人）マネジメント研修も必須。リーダー等になる前から必要か

資質の向上や
キャリアアッ
プに向けた支
援

⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
→（法人・事業所）人事考課は「育成」とセットで行うことが重要
→（法人・事業所）育成プログラムと考課項目が連動していることも大切
⑦エルダー･メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
→（法人・事業所）仕組み化して行う。またメンターの教育や管理も重要
→参考：メンターに求められる要素

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する
定期的な相談の機会の確保
→（法人）管理職においては、キャリアアップについての学習も必要になる
→（法人）自法人のキャリアアップのかたちを具体的に示すことも重要

「キャリアパス」をより具体的に、現実的に
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職場環境等要件
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⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための
休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
→（法人・事業所）今後ますます重要になる。

育休取得率など公表することは採用に有効

両立支援・
多様な働き方
の推進

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、
職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
→（法人・事業所）多様な働き方を用意することが働き方改革と考える
→（法人）こうした事例は採用にも効果的
⑪改定：有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標
（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取
得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な
声かけを行っている
→（法人・事業所）「具体的」な取組が求められる
→（法人）これができるためには人員の充足も必要になる
→（法人）有給休暇取得率も公表することは採用に有効
⑫改定：有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、
業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
→（法人・事業所）生産性向上の取り組みとも関連する
→（法人）法人全体として何を目指し、何に取り組むか。まさに事業計画
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職場環境等要件
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⑬区分変更：業務や福利厚生制度､メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等
相談体制の充実
→（法人）相談体制は最重要項目と考えます
→（法人・事業所）日頃の面談、何かあった時の相談窓口、これらの仕組み化

腰痛を含む
心身の健康管
理

⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、
従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
→（法人）喫煙所がある法人で喫煙する人の退職が少ない、というエピソード
→（法人・事業所）コミュニケーションの機会の創出、不調の早期発見等

⑮項目結合：介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、
職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
→（法人・事業所）正確な知識と技術は心と体を守ってくれます
→（法人・事業所）管理者への最低限の労務知識教育も重要

⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
→（法人）不安を軽減することは有効
→（法人・事業所）また、トラブル対応そのものが事態をこじらせることもあ
るため、特に初動のマニュアルが重要になる
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職場環境等要件
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⑰新設：厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、
業務改善活動の体制構築（委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、
外部の研修会の活用等）を行っている
→委員会自体は3年間の経過措置はあるが、初めておくとよい
→1年目は研修受講含めた委員会活動、2年目で加算Ⅱ、3年目で加算Ⅰなど

生産性向上の
ための
業務改善の取
組

※Ⅰ･Ⅱを算
定するなら⑰
又は⑱は必須

⑱新設：現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の
実施等）を実施している
→ガイドラインや加算算定要件に基づいて行うとよいが、難易度は高いか
⑲５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を
とったもの）等の実践による職場環境の整備を行っている
→最初に手を付ける分野としては成果も分かりやすくよいか
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の
軽減を行っている
→手順書（マニュアル）については、生産性向上のみならず、育成、品質保証、
定着、評価にも活用できる
㉑改定：介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、
情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入
→加算とも連動。LIFE導入とともに実施している事業所も多いか
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職場環境等要件
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㉒改定：介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支
援、介護業務支援等）又は
インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器（ビジネスチャット
ツール含む）の導入
→こちらも加算とも連動。見守り機器は導入している事業所も多いか
→職員への説明、意見交換も重要となる。単なる導入は負担感にもつながる

生産性向上の
ための
業務改善の取
組

※Ⅰ･Ⅱを算
定するなら⑰
又は⑱は必須

㉓改定：業務内容の明確化と役割分担を行い､介護職員がケアに集中できる環境
を整備。特に、間接業務（食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ
捨て等）がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、
役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
→直接業務と間接業務の仕分け、専門職でなくてもできる業務について介護助
手を活用。ただし、これも職員への丁寧な説明、意見交換が重要
㉔新設：各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入
等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システム
や福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取
組の実施
→小規模法人向けではあるが、共同購入などは大規模法人でも有効か
※生産性向上推進体制加算を取得している場合は「生産性向上のための業務改
善の取組」の要件を満たすものとする
※小規模事業者は、㉔の取組（※協働化）を実施していれば「本取組」の要件
を満たすものとする
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職場環境等要件
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㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による
個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
→職員の声を聞く場面をどう仕組み化して、具体化するか
→各種会議、面談、そして研修が重要になる
→あとはアンケートなど

やりがい・
働きがいの
醸成

㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、
地域の児童・生徒や住⺠との交流の実施
→重要な内容ではあるが、人員が充足していない中で実施すると、不満につな
がりかねない。職員への説明と意見交換が必要。
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提
供
→「定期的に」「継続的に」学ぶことが重要
→ただし、言っていることとやっていることにあまりにギャップがあると、モ
チベーションを下げることにもなりかねない
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提
供
→好事例などは発表会なども有効
→謝意の情報共有はやりがい、報われ感につながるので有効
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本日の内容
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■令和6年度介護報酬改定の全体像と
介護職員等処遇改善改善の概要

■キャリアパス要件と月額賃金改善要件

■職場環境等要件

■変化への対応について
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様々な変化への対応
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➢収支に与える影響を具体的な数字で把握する

➢加算は国が示すシグナルでありメッセージ、次回2027年改定への準備と考える
事業を継続するには、利益を出すことが必要で、
そのためには一定程度、国の方針に沿って行く必要もある

➢収支の面では、加算を算定しないと、収支が維持できないサービス種別も
加算を算定する、しないは、現場との対話を前提とするも「経営判断」

➢とりわけLIFE、自立支援系の取り組みは不可欠となる
現場職員への周知と理解を求めていく

➢加算算定等の取り組みが、カタチだけにならないように
利用者へのケアの質の向上、事業所の力量アップにつながるように

➢今すぐできないことについては計画的に実施する
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事業継続のために何が必要か？
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人に好かれる法人になる

利用者・家族に好かれる
（必要とされる、選ばれる）

職員に好かれる（選ばれる）

以上を永続的に可能とするための
計画と実施
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本日の内容
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■令和6年度介護報酬改定の全体像と
介護職員等処遇改善改善の概要

■キャリアパス要件と月額賃金改善要件

■職場環境等要件

■変化への対応について
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継続的な学習の重要性！
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■成⻑のために
・ギャップを埋める＆強みを活かす
・時間とエネルギーをかけた分だけ成⻑する
・よい情報を浴び続ける、そういう環境に身を置く
・成⻑は螺旋階段、その時々で受け取るものも違う
・ミラーニューロン効果（思考･行動に影響､時間差で効果！）､感度が高まる
・知れば知るほど分からないことが増える、知りたいことが増える
・学びが理想をつくり、理想が学びを生む
■メンテナンスのために
・いつも良い状態を保てるとは限らない……。
・定期的に軌道修正させてくれる、人・環境の存在が必要
■自分自身、そしてチームワーク
・シャンパンタワー：自分が満ち足りて、人を満たすことができる
・研修はチームで参加､普段は話さないことも話す､施設を越えた連携
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継続的な学習の機会を持つために
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動画
オンライン
研修

対面
研修

影響力・インパクト

回数・頻度

習慣化 ＝ インパクト × 回数
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研修･動画の内容
経営から現場まで500本以上！
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 経営者・経営幹部向けセミナー（20時間相当＋α）
 管理職向けセミナー（20時間相当＋α）
 ケアマネジャー向けセミナー（10時間相当＋α）
 全職員向け法定研修シリーズ（10時間相当＋α）
 新人職員向けセミナー（10時間相当）
 ⾚本・⻘本・緑本通読セミナー（20時間相当＋α）
 1日集中講座シリーズ！（30時間相当）

（稼働率、人材確保、管理職養成、実地指導、ケアマネジメント等）
 令和3年度介護報酬改定セミナー（10時間相当）
 リーダー、相談援助職のための説明力向上講座（5時間相当）
 最新情報＆トピックス「マンスリー・ジャーナル」（20時間相当）
 工藤ゆみさんのコミュニケーション力向上講座（20時間相当）
 進絵美さんの面談スキル向上講座（5時間相当）
 吉村ＮＳの看護セミナー（5時間相当）
 ケアマネジャー受験対策セミナー（15時間相当）
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内容介護現場をよくするライブラリー
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管理職養成ベーシック2024
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■毎月1回90分＋Q&A（セミナー＆後日動画）
１．管理職の仕事とは〜心構えと身につけるべきスキル〜
２．業務の全体像とその管理〜何を見て､何を管理するのか？〜
３．｢ルール｣と｢コミュニケーション｣でチームを再点検！
４．｢業務の標準化｣と信頼性と確実性の高い｢教え方の技術｣
５．1対1に強くなる！個別面談（職員を知る）
６．1対1に強くなる！個別面談（定例面談：メンテナンス編）
７．1対1に強くなる！個別面談（定例面談：育成・指導編）
８．チームで成⻑する！｢会議｣｢研修｣｢情報共有｣の具体策
９．｢業務改善｣の具体策〜作戦と手順、反対意見に立ち向かう〜
10. 通常業務を制する！タイムマネジメント
11. ｢目標設定･計画立案｣と｢目標絶対達成｣の考え方と技術
12．まとめ 〜1年を振り返って〜
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生産性向上＆業務改善
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■毎月1回90分＋Q&A（1年間：セミナー＆後日動画）
１．生産性向上について〜全体像を把握して抵抗感を減らす〜
２．生産性向上計画の進め方〜業務改善の内容と具体的方法〜
３．①職場環境の整備〜５S活動について〜
４．②業務の明確化と役割分担

〜業務全体の流れ、役割分担、テクノロジーの活用〜
５．③手順書の作成〜業務の標準化、属人的にしない具体策〜
６．前半を終えて〜Q&A、意見交換〜
７．④記録・報告様式の⼯夫〜記録の書き方､タブレット活用〜
８．⑤情報共有の⼯夫〜ノートや朝礼、インカムなどの活用〜
９．⑥OJTの仕組みづくり〜教える内容と教え方の技術〜
10．⑦理念・行動指針の徹底〜判断基準がわかるようになる〜
11. 改めて生産性向上計画の全体像と進め方
12． 全体を終えて〜Q&A、意見交換〜
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CM･相談員｢質の向上｣&｢省力化｣
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■毎月1回90分＋Q&A ※セミナー＆後日動画
１．ケアマネジメントを学び直す必要性について

介護報酬改定内容、自立支援、尊厳の保持を中心に
２．課題分析（アセスメント）項目の解説
３．生活歴・生活習慣の把握と活用／ニーズ抽出と目標設定
４．ケアプラン立案／課題整理総括表
５．サービス担当者会議／モニタリング／支援経過
６．運営指導とケアプラン点検の基本
７．運営指導対策その１（運営基準編）
８．運営指導対策その２（算定基準編）
９．運営指導対策その３（居宅サービスの活用編）
10．運営指導対策その４（必要書類整備が標準となる仕組み）
11．居宅介護支援事業所の管理運営 その１
12．居宅介護支援事業所の管理運営 その２
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専門職の必須科目！
｢コミュニケーション&面談スキル｣

工藤さん担当
「コミュニケーションスキル」

進さん担当
「面談スキル」

6月①ネガティブな感情に
振り回されない思考法

5月①客観視するスキル

8月②人の心が読めるようになる
【聞き方】の鍛え方

7月②正しく聴くスキル

10月③工藤ゆみの
認知症ケアの視点

9月③本質を問うスキル

12月④リーダー・管理職を
選ぶ視点、育てる視点

11月④現実を見せるスキル

2月⑤スタッフの成長を促す
質問力

1月⑤行動を変えるスキル
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内容こちらも是非ご覧くださいませ！
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令和6年度介護報酬改定セミナー
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ご清聴ありがとうございました！

榊原 宏昌


